
投
票
の
で
き
る
人
は
、
昭
和
60
年

９
月
12
日
（
含
む
）
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
で
、
平
成
17
年
６
月
１
日
以
前

か
ら
引
き
続
き
町
の
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。

ま
た
、
６
月
２
日
以
降
に
他
の
市

町
村
か
ら
住
所
変
更
さ
れ
た
人
は
、

前
住
所
地
で
投
票
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
前
住
所
地
で
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

投
票
用
紙
は
、
小
選
挙
区
選
挙
、

比
例
代
表
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁
判

官
国
民
審
査
の
３
枚
で
す
。
誤
っ
て

記
入
し
た
場
合
は
、
無
効
と
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ

い
。

▼
小
選
挙
区
選
挙
の
投
票
用
紙

（
う
す
黄
色
）

候
補
者
名
を
記
入

▼
比
例
代
表
選
挙
の
投
票
用
紙

（
オ
レ
ン
ジ
色
）

政
党
の
名
称
を

記
入
（
候
補
者
名
を
書
く
と
無
効
と

な
り
ま
す
）

▼
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

の
投
票
用
紙
（
白
色
）

や
め
さ

せ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
裁
判
官
は

そ
の
名
前
の
上
の
欄
に
×
印
を
記
入

（
や
め
さ
せ
な
く
て
も
よ
い
と
思
う

裁
判
官
は
何
も
書
か
な
い
）

投
票
所
は
、
大
字
や
各
地
区
内
の

有
権
者
と
地
理
的
な
要
因
な
ど
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
町
内
14
カ

所
に
設
置
し
ま
す
。
（
裏
面
一
覧
表

の
と
お
り
）

ま
た
、
投
票
入
場
券
を
郵
送
し
て

い
ま
す
の
で
、
投
票
日
当
日
、
あ
る

い
は
期
日
前
投
票
時
に
ご
持
参
く
だ

さ
い
。
な
お
、
入
場
券
が
な
く
て
も

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

は
投
票
で
き
ま
す
の
で
、
当
日
係
員

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

投
票
日
ま
で
に
投
票
入
場
券
が
お

手
元
に
届
か
な
い
と
き
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
候
補
者
の
経
歴
や
抱
負
な
ど
を

掲
載
し
た
選
挙
公
報
、
最
高
裁
判
所

裁
判
官
の
関
与
し
た
主
な
裁
判
な
ど

を
掲
載
し
た
審
査
公
報
は
、
新
聞
折

り
込
み
で
配
布
し
ま
す
。
新
聞
を
購

読
さ
れ
て
い
な
い
ご
家
庭
に
は
郵
送

し
ま
す
。
９
月
８
日
ま
で
に
届
か
な

い
と
き
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
役
場
窓
口
、
日
生
・
六
瀬

住
民
セ
ン
タ
ー
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
、
ゆ
う
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
も
備
え

て
い
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

投
票
日
に
、
仕
事
や
旅
行
、
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
な
ど
で
投
票
に
行
く
こ
と

が
で
き
な
い
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
期

日
前
投
票
を
済
ま
せ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
投
票
時
間
は
、
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
８
時
ま
で
で
、
入
場
券
が

到
着
し
て
い
る
場
合
は
ご
持
参
く
だ

さ
い
。
（
印
鑑
不
要
・
開
設
場
所
な

ど
は
下
記
参
照
）

従
来
の
不
在
者
投
票
は
原
則
と
し

て
期
日
前
投
票
に
移
行
さ
れ
ま
し
た

が
、
遠
隔
地
投
票
（
名
簿
登
録
地
の

市
区
町
村
以
外
の
市
区
町
村
で
投

票
）
や
郵
便
等
投
票
、
指
定
施
設

（
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
）
に
お

け
る
不
在
者
投
票
は
従
来
ど
お
り
行

わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
投
票
日
当
日
に

選
挙
資
格
が
あ
っ
て
も
、
期
日
前
投

票
日
に
ま
だ
選
挙
資
格
が
な
い
人

は
、
従
来
の
不
在
者
投
票
に
な
り
ま

す
。
不
在
者
投
票
記
載
場
所
お
よ
び

開
設
日
時
は
、
期
日
前
投
票
と
同
じ

で
す
。

こ
の
制
度
は
、
身
体
障
害
者
手
帳

ま
た
は
戦
傷
病
者
手
帳
を
お
持
ち
で

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
人
や
、

介
護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
者
の
人

で
、
定
め
ら
れ
た
要
件
に
該
当
す
る

人
が
、
居
住
の
場
所
で
郵
便
等
に
よ

る
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
で
す
。

ま
た
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投

票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
人
の

う
ち
、
自
ら
投
票
の
記
載
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
定
め
ら
れ

た
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
代
理
記

載
の
方
法
に
よ
る
投
票
が
で
き
ま

す
。こ

れ
ら
の
制
度
を
利
用
す
る
た
め

に
は
、
事
前
に
選
挙
管
理
委
員
会
か

ら
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受

け
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
（
裏

面
参
照
）

す
で
に
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交

付
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、
投
票
用

紙
等
請
求
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

遅
く
と
も
９
月
７
日
ま
で
に
投
票
用

紙
の
請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。
（
９

月
８
日
以
降
の
請
求
は
法
に
よ
り
で

き
ま
せ
ん
）

都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
指

定
す
る
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に

入
所
さ
れ
て
い
る
人
に
つ
い
て
も
不

在
者
投
票
制
度
が
あ
り
ま
す
。
病
院

な
ど
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

身
体
が
不
自
由
な
ど
の
理
由
で
自

分
で
候
補
者
の
氏
名
が
記
入
で
き
な

い
人
に
は
、
投
票
日
当
日
の
投
票
所

お
よ
び
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
、

係
員
が
代
筆
す
る
「
代
理
投
票
」
制

度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
「
点
字
投
票
」
制
度
も
あ

り
ま
す
の
で
、
係
員
に
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

開
票
は
、
投
票
日
当
日
、
午
後
９

時
か
ら
社
会
福
祉
会
館
で
行
い
、
開

票
状
況
は
館
内
お
よ
び
本
町
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発
表
し

ま
す
。
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

は
、
上
部
に
記
載
）

�
開
票
作
業
の
様
子

投
票
の
で
き
る
人

投
票
の
方
法

選
挙
公
報
・
審
査
公
報

期
日
前
投
票

不
在
者
投
票

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

開
　
　
票

投
票
所
と
入
場
券

衆 議 院 議 員 総 選 挙
解
散
に
よ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
、
８
月
30
日
に
公
示
さ
れ
、
投

票
日
は
、
９
月
11
日
（
日
）
で
す
。

こ
の
選
挙
は
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
に
よ
る
選
挙
で
、
定
数
は

小
選
挙
区
選
出
議
員
３
０
０
人
（
兵
庫
５
区
は
１
人
）
、
比
例
代
表
選
出

議
員
１
８
０
人
（
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
の
定
数
は
29
人
）
の
合
計
４
８
０
人

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
時
に
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
も
行

わ
れ
ま
す
。

あ
な
た
の
意
見
を
国
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
大
切
な
選
挙
で
す
。
よ

く
考
え
、
自
由
な
意
思
で
投
票
し
、
あ
な
た
の
貴
重
な
一
票
を
生
か
し
ま

し
ょ
う
。

８
月
3  0  
日
に
公
示
・
９
月
1  1  
日
に
投
票

最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査

公
職
選
挙
法
で
は
、
政
治
家
や
候
補
者
ま
た
は
候
補
者
に
な
ろ
う
と
す
る

人
が
、
有
権
者
に
「
寄
附
」
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
有

権
者
も
こ
れ
ら
の
寄
附
を
求
め
た
り
、
受
け
取
っ
た
り
し
て
も
い
け
ま
せ
ん
。

き
れ
い
な
選
挙
は
、
正
し
い
民
主
政
治
の
基
礎
で
す
。
ル
ー
ル
違
反
が
な

い
か
有
権
者
が
し
っ
か
り
見
守
り
、
明
る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

贈
ら
な
い
　
求
め
な
い
　
受
け
取
ら
な
い

期 日 前 投 票 所 の 開 設

投　票　所 開 設 期 間

役場１階会議室

日生住民センタ
ー会議室（セン
タ－ビル２階）

衆議院議員

９月７日（水）～10日（土）（土曜日含む）

日
本
の
行
き
先
を
決
め
る
の
は
、
あ
な
た
で
す

問合せ
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
総
務
課
内
）

�
７
６
６
・
８
７
０
８

病
院
な
ど
で
の
不
在
者
投
票

代
理
投
票
・
点
字
投
票

８月31日（水）～９月10日（土）（土日含む）
※ただし平成1 7年５月3 0日～６月１日に転
入届をされた人は、９月２日からの投票と
なりますのでご注意ください。

９月４日（日）～10日（土）（土日含む）国民審査

投
票
時
間
は

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時


